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「第 18 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社「第 18 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正がございましたので、謹んでお詫び申

し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 

なお、訂正後の「第 18 回定時株主総会招集ご通知」につきましては、当社ウェブサイト及び東京証券

取引所ウェブサイトに掲載しております。 

 

記 

 

１. 訂正箇所 

「第 18 回定時株主総会招集ご通知」46 ページ 

  （４）取締役の報酬等  

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 

   ハ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 

（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。） 

  



２. 訂正内容 

訂正箇所につきましては、下線＿を付して表示しております。 

 

 【訂正前】 

ハ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与

える時期又は条件の決定に関する方針を含む。） 

業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、「事業年度の成果としての連結営業利益の目標値に対する達成

度合いを反映した短期的な貢献に対する現金報酬としての賞与」、「事業年度の貢献度合いに加えて企

業価値の持続的な向上を図る中期的な非金銭報酬等としての譲渡制限（３年間）付株式給付」及び「在

任期間中の地位・役職・業績達成度等に応じたポイント付与により、ポイントに応じた株式を退任時

に給付する長期的な貢献度合いに対する非金銭報酬等としての株式給付信託(BBT-RS)」で構成してお

ります。額又は数の決定にあたっては、各事業年度の連結営業利益目標値の達成率により、月例の固

定報酬に対する支給基準値となる月数を設け、個人別の定量的・定性的な業績評価指数に応じて算出

された額又は数を算定し、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定し、毎年一定の時期に支

給及び給付することとしております。なお、種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模

や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を考慮しながら、指名報酬委員

会の答申を踏まえ、取締役会で決定することとしており、報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、

基本報酬：業績連動報酬（賞与）：業績連動報酬（非金銭報酬等）＝７：１：２程度としております。 

 

【訂正後】 

ハ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与

える時期又は条件の決定に関する方針を含む。） 

業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、「事業年度の成果としての連結営業利益の目標値に対する達成

度合いを反映した短期的な貢献に対する現金報酬としての賞与」、「事業年度の貢献度合いに加えて企

業価値の持続的な向上を図る中期的な非金銭報酬等としての譲渡制限（３年間）付株式給付」及び「在

任期間中の地位・役職・業績達成度等に応じたポイント付与により、ポイントに応じた株式を退任時

に給付する長期的な貢献度合いに対する非金銭報酬等としての株式給付信託(BBT-RS)」で構成してお

ります。額又は数の決定にあたっては、各事業年度の連結営業利益目標値の達成率により、月例の固

定報酬に対する支給基準値となる月数を設け、個人別の定量的・定性的な業績評価指数に応じて算出

された額又は数を算定し、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定し、毎年一定の時期に支

給及び給付することとしております。なお、種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模

や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を考慮しながら、指名報酬委員

会の答申を踏まえ、取締役会で決定することとしており、報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、

基本報酬：業績連動報酬（賞与）：業績連動報酬（非金銭報酬等）＝６：２：２程度としております。 

 

 

以上 


